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鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
所
管
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各
種
法
人
に
対
す
る
同
省
の
助
成
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
所
管
の
各
種
法
人
に
対
す
る
同
省
の
助
成
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
団
法
人
国
際
協
力
会
及
び
社
団
法
人
国
際
農
業
者
交
流
協
会
に
対
す
る
外
務
省
か
ら
の
補
助
金
は
、
「
行
政
改
革
大
綱

」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
閣
議
決
定
）
及
び
平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
に
政
府
行
政
改
革
推
進
本
部
が
了
承
し
た
「

行
政
委
託
型
公
益
法
人
等
改
革
の
実
施
計
画
（
補
助
金
等
関
係
）
中
間
と
り
ま
と
め
」
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
平

成
十
七
年
度
ま
で
の
間
に
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
三
号
）
一
に
つ
い
て
で
補
助
金
の
額

に
つ
い
て
お
答
え
し
た
法
人
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
年
度
ご
と
に
提
出
さ
れ
る
事
業
や
収
支
に
関
す
る
報
告
等

を
通
じ
、
各
法
人
の
活
動
や
収
支
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
不
祥
事
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は

一



困
難
で
あ
る
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
法
人
の
う
ち
、
社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
を
除
く
も
の
に
つ
い
て
は
、
「

使
途
不
明
金
が
発
生
」
し
た
と
い
う
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
職
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が

把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
答
弁
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二


